
1 
 

１ 開会 

  事務局：定刻となりましたので、ただ今から、平成３０年度第４回京田辺

市子ども・子育て会議を開催いたします。 

 

２ 会長あいさつ 

  会 長：会議の開会にあたり、あいさつを行った。 

 

３ 議題 

 （１）平成３１年度京田辺市特定教育・保育施設の利用定員の設定等につい

て 

  説明員：資料３に基づき説明をした。 

      平成２７年４月１日にスタートした子ども・子育て支援新制度で

は、あらかじめ子ども・子育て会議の意見を聴取した上で、市長

が特定教育・保育施設の利用定員を定めることとされている。 

      国の考え方は、認可定員の範囲内で実情に応じて設定することと

認定区分ごとに設定することを基本とするが、年齢別など更に細

かい区分で設定することも可能となっている。本市では１号・２

号・３号を設定し、更に年齢ごとに利用定員を定めている。 

      今回ご意見をいただくのは、この４月１日に幼保連携型認定こど

も園こもれびが開園すること、また松井ケ丘保育園が認定こども

園へ移行すること、さらに、市立幼稚園の定員変更を予定してい

ること。 

      幼保連携型認定こども園こもれびが開園するので、利用定員は１

号認定が６０人、２号認定が７８人、３号認定０歳児が１２人、

１・２歳児が４８人、合計１９８人となる。現在、京都府に対し

て認可申請中だが、認可定員も１９８人で予定をしている。 

      保育所から認定こども園に移行する松井ケ丘保育園。１号認定の

枠を設けて認定こども園に移行する。１号認定が０人から１５人

で新たに幼稚園枠を設定する。２号認定が１４０人から１５０人

に１０人増。３号認定は１・２歳児が８５人から９５人となり、

合計２７５人に。現在の定員より３５人の増員を予定している。

幼保連携型認定こども園としては新設となり、京都府に対して認
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可申請中だがが、認可定員も２７５人で予定をしている。 

      市立幼稚園８園は、４・５歳児の利用定員を変更する。従来、３

歳児は２０人で１クラス、４・５歳児は３５人で１クラスで設定

をしてきたが、４月から４・５歳児は３０人で１クラスに変更し

たいと考えている。 

      ４月に認定こども園が開園することから、市内の利用定員の設定

を統一するものことを目的に、認定こども園の配置基準にあわせ

て変更する。 

  委 員：松井ケ丘保育園の１号認定の方が１５人なっている。これは働か

なくても行けるということか。そうであれば、働いている方と同

じ時間、預けられることか。 

  説明員：預かる時間は１号認定子どもと２号認定子どもでは基準となる時

間が違う。幼稚園枠は午前９時から午後２時が基本。同じ施設な

ので２号認定子どもと一緒に利用することは可能となる。 

（２）第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画の策定における子ども・

子育て支援に関するニーズ調査の結果概要について 

  説明員：資料４に基づき説明をした。 

      回収結果は、就学前で６４．３％、小学生で６９．２％となった。 

      現在、データの入力中であり、分析作業までは行えてない状況で

ある。 

  会 長：回収率が高いのは、それだけ期待が大きいということ。 

（３）京田辺市子ども・子育て支援事業計画における「教育・保育」及び「地

域子ども・子育て支援事業」等の平成３０年度の実施状況及び今後の

方向性と確保方策について 

 説明員：本市では、子ども・子育て支援事業計画において、資料５表紙に

記載している事業を進めている。平成３０年度の年度途中の実施

状況と今後の方向性等について報告する。 

「１－① 幼稚園」。平成３０年度の実施状況は、特定施設では平

成３０年３月１日現在で９２１人、それ以外の施設では平成３０

年５月１日現在で２４３人の子どもたちを受け入れている。市立

幼稚園全保育室に空調設備を設置完了した。 

３１年度の方向性と確保方策は、平成３１年４月では待機児童の
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発生しない見込み。老朽化が進む大住幼稚園の整備に向け、基礎

調査を行う準備を進めることにしている。 

「１－② 保育所」。平成３０年度の実施状況は、平成３１年３月

１日現在で１，３７５人の子どもたちを受け入れている。 

３１年度の方向性と確保方策は、平成３１年４月では、待機児童

の発生しない見込み。保育を支える保育士確保も課題となってい

ることから、引き続き募集する。 

「幼稚園」と「保育所」の共通事項として、同志社山手地区で幼

保連携型認定こども園が平成３１年４月に開所する。また、松井

ケ丘保育園が、平成３１年４月に認定こども園に移行する。 

「２―① 時間外保育事業」。平成３０年度の実施状況は、平成３

１年３月１日現在の利用登録者は７６０人で、利用者全員の利用

ができている。 

３１年度の方向性と確保方策は、市内６保育所（園）と２こども

園で時間外保育事業を実施する。 

「２―② 放課後児童健全育成事業（留守家庭児童会）」。平成３

０年度の実施状況は、余裕教室の活用などにより、希望者全員の

入会ができている。なお、平成３１年３月１日現在での登録児童

数は８０６人。 

３１年度の方向性と確保方策は、今後も引き続き、専用教室の増

設や学校施設の活用などにより、提供体制を確保する。 

「２－③ 子育て短期支援事業」。平成３０年度の実施状況は、平

成３１年３月１日現在での利用者数は２６人で、利用者全員の利

用がきている。 

３１年度の方向性と確保方策は、引き続き事業を進める。 

「２－④ 地域子育て支援拠点事業」。平成３０年度の実施状況

は、平成３１年３月１日現在での利用者数は５６，０２８人で、

全員の利用ができている。 

３１年度の方向性と確保方策は、利用者ニーズを踏まえつつ子育

てに係る講演会の内容充実を図る。引き続き、児童館などを子育

て支援の場として事業を行い、既存の保育所（園）、幼稚園では園
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庭開放事業を行う。また、平成３１年５月下旬を目途に、北部地

域における地域子育て支援センターを開設する準備を進める。 

「２―⑤幼稚園における一時預かり事業」。平成３０年度の実施

状況は、一部の園で利用希望者が定員を超え、抽選となる日があ

ったが、平成３１年３月１日現在で２９，８５９人に利用してい

る。 

３１年度の方向性と確保方策は、引き続き、市立８幼稚園と２こ

ども園で事業を行う。 

「２－⑥ 保育所、ファミリー・サポート・センターなどにおけ

る一時預かり事業」。平成３０年度の実施状況は、利用者は平成３

１年３月１日現在で４，３２０人に利用していただいている。 

３１年度の方向性と確保方策は、引き続き、２保育所と２こども

園で一時保育事業を実施し、ファミリー・サポート・センターで

の受け入れも行う。 

「２―⑦ 病児・病後児保育事業」。平成３０年度の実施状況は、

利用者は平成３１年３月１日現在で、１，１１１人で全員に利用

している。 

３１年度の方向性と確保方策は、引き続き、事業を行う。 

「２－⑧ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セ

ンター事業）」。平成３０年度の実施状況は、平成３１年３月１日

付けの活動件数は２，２１４人で、すべての依頼を受けることが

できた。 

３１年度の方向性と確保方策は、支援体制の充実及び事業の継続

性を図るため、まかせて会員の登録会・講演会の開催や、会員の

定員を図るための研修会や交流会などのＰＲに努め、増員を図る。 

「２―⑨ 利用者支援事業」。平成３１年３月１日現在での設置

数は１か所。「子育てガイドブック」の改訂版を３，０００部発行

する。子育て世代包括支援センターの開設に先行して、「産前・産

後サポート事業事業」と「産後ケア事業」を実施している。 

３１年度の方向性と確保方策は、後も引き続き、利用者支援事業

を実施し、広報媒体や子育てガイドブック、フェイスブック等を

活用して情報発信を行う。地域の特性に応じた妊娠期から子育て
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期にわたるまでの切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括

支援センターの開設に向け準備を進める。 

「２―⑩ 妊婦に対する健康診査」。平成３０年度の実施状況は、

平成３１年３月１日現在で５７９人に受診票の交付ができ、妊娠

健康診査費用の助成ができた。 

３１年度の方向性と確保方策は、引き続き、実施。また、出産後、

間もない時期の産婦に対する健康診査への助成に向け準備を進

める。 

「２―⑪ 乳児家庭全戸訪問事業」。平成３０年度の実施状況は、

平成３１年３月１日現在での実施数は５０１人。訪問時に「エジ

ンバラ産後うつ病質問票」を導入した。 

３１年度の方向性と確保方策は、全員の訪問ができるよう努める。 

「２―⑫ 養育支援訪問事業」。平成３０年度の実施状況は、平成

３１年３月１日現在での実施件数は８１件、延べ訪問回数は１０

５件で、全員の訪問ができた。 

３１年度の方向性と確保方策は、引き続き、全戸訪問に努める。 

「２－⑬ 実費徴収に係る補足給付を行う事業」。平成３０年度

の実施状況は０件。ただし、年度末までには実績数２件となる見

込み。 

３１年度の方向性と確保方策は、今後も引き続き事業を実施する。 

「２－⑭ 多様な主体が本制度に参入することを促進するため

の事業」。平成３１年３月１日現在での実施状況は０件。 

３１年度の方向性と確保方策は、引き続き事業を実施する。 

「３ 教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保」。平成３０年

度の実施状況は、幼保連携推進会議が４回、同会議実務担当者会

議が４回、幼保合同研修が２回、幼稚園長・保育所長懇談会が１

回、開催し本市における今後の就学前教育・保育事業を進める上

での課題の共有を図った。 

３１年度の方向性と確保方策は、引き続き、会議や研修を開催す

るとともに、幼保連携認定こども園の導入を進める。 

「４ 放課後子ども総合プランに基づく取組」。留守家庭児童会

への登録数は、平成３０年５月１日現在で９３３人。一体型の留
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守家庭児童会及び放課後子どもプランの実績と放課後子どもプ

ランの実施箇所は、いずれも７か所となっている。一体型の留守

家庭児童会及び放課後子どもプランの実績と放課後子どもプラ

ンとしては、試行的に三山木小学校で実施している。小学校の余

裕教室の活用は、引き続き、小学校と協議の上、活用を図る。ま

た、留守家庭児童会の開所時間の延長は、保護者のニーズを踏ま

え検討する。 

平成３１年１０月１日から、幼児教育・保育の無償化が予定され

ている。これは、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する３

歳から５歳の全ての子どもたちの利用料が無償化され、また、０

歳から２歳児までの子どもたちの利用料は住民税非課税世帯を

対象に無償化される。それぞれの担当において、その準備作業を

進めていることを、あわせて報告する。 

  委 員：「地域子育て支援拠点事業」ですが、平成３１年５月下旬を目途に

北部地域における地域子育て支援センターを開設するとあるが、

具体的にどのあたりに開設するのか。 

  説明員：場所はＪＲ松井山手駅前で松井ケ丘保育園が分園を運営されてい

るところ。分園は４月に本園に移転するので、そのあと入居して

北部地域の支援センターを運営していく。準備を進めている。 

  委 員：河原保育所の支援センターが常設ではなくなっている。現在、ど

うなっているのか。お母さんたちが「相談しにくい」と。今後は

どうなるのか。 

  説明員：専用部屋を確保しづらい状況にある。待機児童を発生させないた

め、通常保育の部屋に転用して使っているのが事実。ここ数年、

同じような状況が続いている。保育所入所ニーズが高いなかで、

本来の状況に戻していくのはなかなか難しい。 

  委 員：今、子育てされているお母さんたちが、気軽に行けないことがす

ごく気になっている。車を持っていない人は、三山木保育所の支

援センターや北部にできてもなかなか行けない。身近な場所に支

援センタ－があるべき。職員の居場所も早急に考えていただきた

い。 

  会 長：待機児童がぎりぎりのところ。何か智恵はないですか。 



7 
 

  説明員：限られた環境下のなかで、対応させてもらっている。利用者には

ご迷惑をかけないようにしている。スペース的なことは、現状し

んどいところがある。子ども数も極端に減るとは見込めない。こ

こ１・２年で従前のように戻るのは見込みづらい。検討は続けて

いきたい。 

  委 員：以前、田辺高校のテニスコート跡地に仮設園舎の建設との話しが

あったが。 

  説明員：計画をしていたのは事実。ただ、地盤が万全ではなく、コスト的

にも結構な金額になった。既存の施設での受入ができないのかを

並行して検討した結果、新たに施設を作らなくても受入ができる

との判断のなかで、取り止めになった。 

  会 長：相談事業は大切。前向きに検討を。 

  委 員：一時預かり事業ですが、松井ケ丘保育園が認定こども園に移行さ

れるが、計画されているのか。 

  説明員：３１年度から松井ケ丘保育園が認定こども園に移行するのにあわ

せて、一時保育も始める。定員は１５名。こもれびでも一時保育

を行う。 

  委 員：利用者支援事業で子育て世代包括支援センターの開設に向け準備

をとあるが、具体的には。 

  説明員：子育て支援課に機能が集約されていることがあるので、課のなか

にセンターを立ち上げる形となる。課に機能が集約されているこ

とがあるので、今でも実現的にはできている。子育てをされてい

る転入者や支援を受けられない人も多く、支援センターや子育て

ひろばなどの拡充を進めてきた。待っている姿勢から積極的に関

わっていく方法が求められていると思っている。「伴走型の予防

的支援」をテーマでやる。 

      妊娠届の提出時が行政との一番最初の接点。そこに専任の保健師

の相談員を配置する。一人ひとりに対して、かなり細かい面談を

しながら、どのような支援が必要なのかをプランニングしていく。

ケアプラン表を作って、共有をして地区担当の保健師に繋いでい

く。ケアプランもその方の状況に合わせて随時、変更していく。

それに併せて新規事業も立ち上げる。 
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 会 長：保健師は専門的な研修を受けておられるのか。 

  説明員：日ごろから研修を受けている。先進地の施設を見に行っている。

１年近く準備を進めてきた。考えられる課題は解決してきた。引

き続き、研修は受けてもらう。 

  委 員：山城北保健所でエジンバラ産後うつの質問票の導入について研修

をしていたが、最近、産婦人科で既に実施されていることを分か

った。２回したら精度が悪いのではないかと。産婦人科さんでは

いかがなんでしょうか。 

  副会長：今までは１か月検診で。気になる方は産後２週間で。こんにちは

赤ちゃん事業でまたやる。同じ検査を３回もやる。学習してしま

う。本当にそれで意味があるのか。それに代わるものはない。現

状これでするしかない。 

      気になる方は、いずれどこかで引っかかる。気になる方はしばら

く追っかけないと。産後になってから突然でる方もいらっしゃる

という話しもあるので、産後うつを防げる方法はない。 

  委 員：今までは子育て世代包括支援センターがなかったから、結構ほっ

たらかしにされているから、うつ状態になる方もいることなのだ

が、今、説明を聞いて、一人ひとりに保健師がついてプラニング

してくれて、地域担当が支援することが本当にしてもらえるなら、

うつもでないし虐待もないと思う。 

      子育て世代包括支援センターをしっかりと考える。一番大事なこ

と。期待している。 

  会 長：全員に対して行うのか。 

  説明員：全員が対象。支援する事業を立ち上げながら、最後にセンターを

立ち上げる。産後うつ防止の仕掛けをしてきているので、地区担

当保健師が身近に関わっていく。ネットで調べるなら保健師に聞

いてくださいと。保健師になじんでいただきアクセスしてもらう。 

  委 員：地域担当はたくさんの妊婦さんを抱えることになる。地区担当の

保健師を増やすことも課題。また、私が所属している「おててつ

ないで」が１歳未満のママたちを集めて、小児科の先生になんで

も相談できる機会を作ったら、「何をたべさせたらいいのだろう

か」「アレルギーが出たら怖いから」「湿疹がでたらどうしようか」
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とか。本当に事細かな疑問や子育てしながらの不安がたくさん出

た。 

      重症の方だけをケアするのではなく、普通に子育てをしている方

も悩みを抱えていることを理解して欲しい。そこを細かくケアし

て不安を取り除いて欲しい。 

  会 長：台湾ではＬＩＮＥで受付している。 

  委 員：いいと思う。 

  説明員：いずれそういう方向も考えていかないといけないと思っている。

まずは Face to Face で環境を構築していく。 

（４）京田辺市子ども・子育て支援事業計画における平成３１年度から取り

組む新規事業等について 

  説明員：資料６に基づき、説明をした。 

  委 員：学校施設長寿命化計画策定事業ですが、校舎の雨漏りが以前から

あり、修理を頼んでいる。校舎の大改修が必要と思う。来年度に

計画を策定する段階なのか。市の公共施設等総合管理計画につい

ても説明を。 

  説明員：全国で公共施設が築５０年を過ぎており、老朽化が進んできてい

る。国全体で更新時期を延ばして長く使えるようにしよう考えら

れている。市の公共施設等総合管理計画は市全体の計画として、

施設個別に長寿命化の計画をたてましょうという計画。この基本

になる計画に基づいて、教育委員会で幼稚園、小･中学校の建物を、

構造として８０年もたすような補修の計画を立てるのが、長寿命

化計画になる。その予算が３１年度についた。建物の調査を行う。

補強計画はその後になる。 

  委 員：計画書８５ページの「保育・教育活動施設の充実」について、平

成３１年度目標は「三山木小学校増築事業の完了」となっている

が。３１年度までは「三山木小学校」のことしかしないのか。 

  説明員：来年度の新規事業である「学校施設長寿命化計画策定事業」は、

計画書８５ページの「保育・教育活動施設の充実」に位置付けた。

この事業については、計画策定時に計画終期となる３１年度の目

標設定として「三山木小学校増築事業の完了」とされた。しかし、
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この事業は既に終わっている。計画の目標としては「完了」とな

る。 

      この長寿命化計画は、現計画の進行中に出てきた新しい事業とな

る。新たに計画に設定させていただき、進めていくことになる。 

  説明員：教育委員会は２・３年も前から予算要求をしていたが、市全体の

予算のなかで先送りになってきた。やっとついた。三山木小学校

は既に完了している。 

幼稚園園舎の耐震が問題だと思っている。それについては、新規

事業で大住幼稚園を認定こども園に向けた調査を行うことにな

っている。市立幼稚園についてはこども園化を目指すとの方向性

が出ているので、その整備のなかで幼稚園は整備を進めていく。

その第一弾として大住幼稚園。なるべく早くしていこうと思って

いる。 

      各小･中学校につきましては、出てきたものは優先順位を定めて、

それに併せて予算要求をしていく。 

  委 員：プレミアム付き商品券事業でプレミアムは何か。 

  説明員：２万５千円分の商品券を２万円で買える。５千円分がプレミアム。 

  委 員：商品券に使える場所は。京田辺市限定か。 

  説明員：地域限定になるのでは。使用できる店舗一覧表の作成を予定をし

ている。 

  会 長：広報はいつから。 

  説明員：基準日が６月１日からとなるので、６月から順次。 

  委 員：魅力を感じなくて、せめて期間を延ばすとかできないのか。 

  説明員：大枠については国で決められている。賛同する市町村に対してプ

レミアム分のお金が国から出てくる。 

  委 員：無償化にならない方を対象にされるのか。 

  説明員：そういうことになる。３～５歳児は無償化で恩恵を受けることに

なる。 

（５）第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画の策定に係る現計画への

評価等について  
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  説明員：平成３１年３月８日付けで、現計画の評価について依頼をしてい

る。現計画の「良いところ・残したいところ」「改善したいところ」

「新たに取り入れたいところ」について調査をさせていただいた。 

      提出について、本日お持ちいただくか、ファックス・メールで送

付をお願いした。 

      この場での議論のなかで、報告をお願いしたい。 

  委 員：計画書８７ページ、№１１の「ＡＥＴ」を「ＡＬＴ」に修正を。 

  委 員：大住ふれあいセンターは児童館と高齢者施設との複合施設。お年

寄りと子どもたち・ママたちとたくさんふれあえる機会がたくさ

んできるのではと思っていたが、なかなか交流事業ができていな

い。もっともっと活用する計画を立てて欲しい。 

  説明員：基本的には分かれている。交流を企画している。ここ数年は高齢

者がボランティアで子育て支援に入ってもらったり、年に何回か

一緒に事業する形を取っている。常には難しいが以前に比べれば、

交流は進んでいる。 

  委 員：計画書８７ページ、№９の「家庭支援推進保育事業」。保育所は保

育士が配置されているが、幼稚園はなかなか充実できていない。

幼稚園にも配置して欲しい。 

  説明員：私どもも認識はしている。職員を採用していただけてないので、

今のところは臨時職員を配置している。 

  委 員：計画書７４ページ、№１４の「定期健康診断の実施」はできてい

るが、「歯みがき指導」は市立幼稚園各園で独自に行っている。市

としてどのような事業を望まれているのが聞きたい。 

  説明員：過去からの経過があるのだろうと。当然、子どもたちは一緒なの

で、相談はしておく。 

  会 長：保育園はどうですか。 

  委 員：保健師さんに来ていただいたり、園の方で実施することも。 

  委 員：計画書７９ページ、№７の「地域子育て井戸端会議」。この事業は

いい事業。ＰＴＡと一緒に講師を呼んでいる。増額していただけ

れば。 

  説明員：すべての幼稚園で取り組んでもらっている。予算拡充は難しい。 
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  委 員：計画書９１ページ、№３３の「中学校昼食提供事業」があるが、

噂で数年後に中学校も給食化されると聞いた。下の子が３年後に

中学校に入るのですごく期待をしている。今、デリバリー方式だ

が、頼んでいる生徒がまずいない。上の子どもの話しによるとお

昼を食べる時間が１５分しかない。４時間目が体育の時間になる

と着替える時間もあるので、正味５分ぐらい。デリバー方式でＯ

Ｋと思われていると、すごく困る。 

  説明員：京田辺市は家庭弁当が中心だった。お弁当を用意できない場合も

あるので、対応できる仕組みを作ろうとデリバリー弁当方式が導

入された。メインの昼食施策ではない。 

      ２年ほど前から中学生のお昼ご飯はどうあるべきかの検討会が開

催されている。その検討会の結果として、「中学校では完全給食を

実施するのがよいのではないか」という結論がでた。その結論を

受けて、昨年５月に京田辺市教育委員会として「完全給食を今後、

目指す」と決定をした。 

      来年度から実施方式の具体的な検討を始める。今の時点では「学

校ごとにつくる」か「給食センターをつくる」かの二択になる。

田辺中学校や大住中学校には敷地の余裕がない。基本的には給食

センターを建てないと仕方がないのではと、検討を進めている。 

  委 員：計画書９４ページ、№１１の「学校施設のバリアフリー化」で対

応してもらっているが、仮設校舎のトイレ改修はさわれないと。

車いすの児童の教室が対応されたトイレの近くに限定される。そ

の学年も限定される。仮設校舎であってもトイレ改修ができない

ものか。できる範囲ででも。 

  説明員：建築基準法上の問題とかがあり、簡単にはできない。仮設は改修

できない心苦しい状況にある。施設配置をどうするのかは課題で

ある。 

  会 長：今後、ＬＧＢＴのこともある。 

  委 員：計画書７６ページ、№２８の小児救急電話相談「♯８０００」。相

談したときにつながらないと。京田辺市でもＬＩＮＥとかで相談

できるとか。お母さんに安心感があれば。結構、機能していない
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のが気になる。例えば、チャート式でこのケースは「明日の朝ま

で待っても大丈夫」とか。「緊急性がある」とか。 

  説明員：救急対応の相談窓口として、京都府も・京田辺市も周知をしてい

る。つながりにくい実態については、本市だけの問題ではなく、

京都府とも相談しながら、改善したい。小児の救急体制は市ホー

ムページに掲載している。 

  委 員：小・中学生の性教育は、閉鎖的でされてきてない。中学生で妊娠

やデートＤＶなどあると聞いている。子どもたちがしっかりと考

えられるような計画で事業を行っていただきたい。 

      以前は、「中学生と赤ちゃんを連れたお母さんたちとつなげる」と

いうことで企画したことがあった。今は全然ない。保健の先生が

動いてくれるのだが、なかなかそこまでは。 

      中学生が赤ちゃんを知らなかったりとか、赤ちゃんを抱いたのが

自分の子が初めてだとか。性教育の一番初めのところからオープ

ンになっていけばいいと思う。 

      親も習ってないので、親に対する性教育の対応事業があったらい

いのになと思う。広く考えていただいたら。 

   

４ その他 

  会 長：平成３１年４月から在外研究でドイツへ行くことになった。任期

途中ですが、京田辺市子ども・子育て会議会長（委員）職を辞さ

していただくことになった。どうもありがとうございました。 

  事務局：委員の委員任期は２年間（平成３２年６月２８日まで）となって

いるが、所属団体の推薦により委員の変更が生じることがありま

す。よって、４月になれば、所属団体に対して市から確認を行い

ますので、事務局にお伝えください。 

事務局：次回の会議は平成３１年６月下旬を予定している。日時・場所が

決まれば通知をする。 

 

５ 閉会 

事務局：本日の議事はすべて終了しました。これで、平成３０年度第４回

京田辺市子ども・子育て会議を閉会します。 


